
人
科

名

日
本
霊
科

員

一
四

本

科

選

科

〔
文
部
大
臣
江
木
千
之
祝
辞
お
よ
び
卒
業
生
総
代
久
本
春
雄
答
辞
省
略
〕

式
終
り
た
る
後
、
記
念
撮
影
を
成
し
、
卒
業
製
作
の
観
覧
を
乞
ひ
た
る
が
、

本
年
は
都
合
に
よ
り
て
工
藝
郡
成
績
品
の
展
覧
會
は
中
止
し
た
り
。
営
日
は
天

氣
睛
朗
な
り
し
を
以
て
、
朝
野
の
来
賓
百
餘
名
来
會
さ
れ
、
盛
俵
な
り
き
。
尚

本
年
度
の
卒
業
生
敷
及
卒
業
製
作
目
録
次
の
如
し
。

縣 同 同

t
 

1-＝1"
 

一
六

伊
豆
の
秋
十
題

無
果
花

早
春

秋
の
日

冬
の
波
切
村

小
禽

武
蔵
野
三
題

菜
果

三
味
線
を
弾
く
女

桑
負
へ
る
女
逹

菜
圏
の
一
隅

大
僧
正
大
照
園
朗
師
の
像

徒
然

同 同 同 同 同 同 同

日
下
喜
一
郎隆

藤
井

藤

居

二

郎

藤
森
徳
太
郎

古
川

龍
夫

幸
田
邦
次
郎

北
川

幸
友

同

田
邊

根
本

善
治

0
第
三
十
三
回
卒
業
證
書
授
興
式
三
月
二
十
四
日
午
前
十
時
よ
り
本
校
大
講

堂
に
て
奉
行
さ
る
、
第
一
鈴
に
て
卒
業
生
、
職
員
、
来
賓
一
同
着
席
し
う
る

や
、
正
木
校
長
の
式
辟
に
次
い
て
、
各
科
卒
業
生
穂
代
に
卒
業
證
書
を
授
輿

し
、
懇
篤
な
る
告
辟
を
述
べ
ら
れ
、
次
い
て
文
郡
大
臣
代
理
は
左
の
祝
僻
を
代

誼
せ
ら
る
。

同 同 同 同 本
科

『
東
京
美
術
学
校
校
友
会
月
報
』
記
事
抜
粋

-
•
町
·
二
釦
〕

巻

号

年

東
京
美
術
學
校
近
事
〔
ニ
―
―
-
|
-
。

T
・
ニ―

圏
監
師
範
科

合

計卒
業
生
姓
名
及
卒
業
製
作
目
録
（
席
次
イ
ロ
ハ
順
）

日
本
聾
科

九

八

九
九

五

額

拾

参

個

黒

木

大

賂

銅

碑

壼

個

参

個

石

秤

標

本

参

個

豪

壼

個

木

彫

鷹

ノ

置

物

壼

個

同 同 +
―
―
一
年
度

同 十
二
年
度

+
―
―
一
年
度

五

同

東

京

府

五

五

同 同 同

川
幡

伍

一

郎

東
京
高
等
工
業

學
校

西

郷

従

徳

1
0
 

1
0
 

同 同

同 宮

内

省

西
洋
甕
科

塑
造
部

彫
刻
科

｛木
彫
部

建
築
科

岡
案
科

金
工
科

銹
造
科

漆
工
科

二
I五七

ー四ー

二
ー 一九八

伊
藤

奥
泉
茂
三
郎

川
村

智

保

勝

山

重

英勝 孝
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燈
下

同

同

寺

内

要

二
人

同

同

前
田

喜
男

本

科

金

澤

庸
治

女
の
像

同

同

山
本
鍬
太
郎

あ
げ
潮

同

同

選

科

竹

田

典

作

日
向

同

同

裏
庭

同

同

同

少
女

同

同

額
面

婦
人
像

木
彫
部

正
邪
共
断
、
ラ
イ
オ
ン

建
策
科

「

4
4〕

A
 C
h
n
b
 i
n
 
U
t
o
p
i
a
 

〔科〕

圏
案
料

同

松

岡

正

雄

木
山
豊
四
郎

人
物

同

同

同

丸
山

湯

同

同

散
歩

仕
事
の
ひ
ま

老
人

同

同

金
子

吉
年

田
邊

丹
治
伊
一
一一
郎

野

口

謙

蔵

熊
木
有
七
郎

山

本

和

夫
梅
吉

素
彦

喜
規

自
作
自
像
、
胸
像

自
作
自
像
、
女
の
首

消
え
行
幻

選
科

亮
一節

同

土
方

安
本

久
功

同

同

胸
像

同

同

同

同

知
寛 彰

少
女

同

同

大

森

義

夫

岡

鹿

之

助

渡

邊

浩

三

老
人

自
作
自
像
、
淵
、
清
穆

自
作
自
像
、
石
背
額

面

半

肉

贈

物

同

少
女

少
女

横
れ
る
裸
女

果
物
と
女

同

同

長

明

本
科

林小
室

江
波

三
澤

謙
三逹

同

同

富
永

同

同

星

同

同

裸
罷

裸
の
女

同

同

同

同

浴
後

〔自〕白
聾
像

本
科

板
倉

井
上

二
瓶

西
川

浩
三
郎

親
徳

人
物

彫
刻
科

塑
造
部

同

選
科

徳榮
松三鼎

尺
八
を
吹
く
人

同

同

為
昇雄

鏡
の
前

同

同

廣
本

肥
田

筒
井

了

風
景

同

同

向
坂

冬
の
御
宿

白
菊

西
洋
甕
科

ア
ダ

ム
と
イ
プ

同

同

幸
市

次
郎

同

山

本

正

義

裸
女

司

同

高

選
科

石

塚

省

風
景

同

同

村
の
兒

同

久
本

春
雄

は
ぎ

同

同

青
山

新
井

鰺
坂

佐
藤

新
謙
三
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漆
工
科

瑞
鳥
花
賀
表
笞

梅
花
麗
日
胤
筈

聖
獣
の
文
庫

不
動
の
冊
子
筈

同 同 同

飯
野
直
次
郎

橋

本

鴻

田

中

貞

二

山
崎
覺
太
郎

上
村

久
保

守

宇
野

倉
員

辰
雄

山
内

一
彦

千
里

野
村
右
文
治

黒

部

竹

雄

本
科

門
上

中
村

節
也

長
貞

二
宮
不
二
麿

渡
邊
友
次
郎

兼
吉
恕
世
夫

中

島

六

郎

南
郷

村
上

奥
村

シ
ャ
ン
デ
リ
ヤ

同

橋
本
八
百
二

和

田

正

夫
高
久

戸
川

渡
邊

吉
井

〔

一

〕

敏
二

和
雄

淳
二梓

刑
部

川
津

田
邊

義義 陸 啓
雄政夫五 人

噴
水

同

錨
造
科

盾
（
中
世
風
）

高
燈
籠

ふ`

う
ら
4
カ

同

弓一
信
之盆

〔
良

〕

溝
口
安
太
郎

宮

澤

均

山
口

同

原
瀬

林

松
下

越
田

雄
二

勝
治

本
科

子
女
用
室
内
装
飾
及
器
具
圏
案

金
工
科

花
瓶

怒
濤
置
物

同

土

屋

春

野

祗

田

三

郎

林

榮
〔
士

〕

駿
土

宇
山
菩
十
郎

小
池
鐵
太
郎

浅

野

正

俊

小
林

山
口

田
内

田
村

行
清宜雄

新
納

大

村

寛

次

本
科

装
表
）

同

同

同

装
飾
圏
案

同

下

坂

英

夫

平
井
和
五
郎

鈴
木
豊
次
郎

兒
童
室
更
紗
壁
掛
圏
案

四
貼

二
貼

二
黙

―――黙
一
貼

一
黙

六
黙

十
黙

同

高
田

佃中
井

梨
谷

荒
野

貞
雄

知
之

政
道

一
英

了
祐

虎
雄

高
橋

中
司

福

宿

光

雄

小

林

紫

垣

民

雄

百

瀬

0
新
入
學
生
―
―
一
月
二
十
九
日
よ
り
三
日
間
各
科
に
於
け
る
選
抜
試
験
の
結

果
、
四
月
五
日
入
學
を
許
可
せ
ら
れ
し
も
の
左
の
如
し
。
（
四
月
十
四
日
官
報

日
本
甕
科
第
一
年

逹

惹

蓮

尾

横

山

孝

行

中

島

三

郎

安
川
日
露
四

小

林

政

雄

辰
雄

田
中
正
五
郎

内
山
廣
之
助

西
洋
聾
科
第
一
年

渥 澄

坂
本

同

同

中
原

伽
陵
頻
伽
の
鰹
筈

圏
甕
師
範
科

應
太

救
助

一
也

勘
一

保
郎

中
山

正
高義

上
田

佐
野

忠
夫壽

装
飾
圏
案

壁
面
モ
ザ
イ
ク
岡
案

装
飾
闘
案

同 同 同

出
射

本
田

加
藤

原
口
幸
治
郎

太

田

泄

治
澤
三

萩
原

大
串

竹
島

景
明

孝
一

貞
美

橋

本

興

家

大

木

善

平

田

崎

捨

三

密
陀
應
用
圏
案

ス
テ
ソ
ド
、
グ
ラ
ス
園
案

一
貼

同

黙

本
科

大
島

奥
田

重
＿艮

同

佐
原

貢

205 第2節大正 13年



鈴

木

周

男

吉
川

山
口

俵

岡
田

進

中
川

一艮一

海
老
原
一
郎

中
原

金
須

孝
信
之

村

田

政

員

望

月

和

作

馬
場

大
平

進一方
安
雄

圏
聾
師
範
科
第
一
年

新

治

岩

田

外
河

武
夫

王

子

清

〔宮
〕

大
官
司
正
一

田

中

尚

永

沼

貞

雄

波
貫
一

宜

緻

同
上
選
科
第
一
年

岩

田

長

次

郎

八

代

榮

治

建
築
科
第
一
年

井
上

民
也

池
田
格
次
郎

陳

澄

紳
蔵

原
田

磨糟
谷

和
田

卯
吉

太
田

元

城

戸

彫
刻
科
木
彫
部
第
一
年

重

範

桑

原

金
治

安

本

山

重

明

〔太
〕

禍
岡
縫
三
郎

松
田

久
平

伊
東

大
高

同
上
選
科
第
一
年

種巖

岡
本

金
市

長
谷

秀
雄

〔治〕

新
島
豊
次
郎

田
巻
靖
四
郎

小

佐

野

豊

丸
山
震
六
郎

粂
二

錨
造
科
選
科
第
二
年

佐

藤

武

雄

漆
工
科
選
科
第
二
年

大
月
清
五
郎

津
田

中
山

金
工
科
選
科
第
二
年

池

上

恒

伊

藤

英

一

光
次

磯
崎

美
夫

三

井

義

夫

田

村

泰

藤
波

辻山
田

兵
一

信
男

松

本

雅

男

泉

二

勝

磨

信

松
村
外
次
郎

八
谷

松
岡

竹
本
銃
一
郎均

嘉
明

石
原

山
本

永
野

藤
田

佐
藤

水
谷

島
村
一
――
七
雄

〔学
生
〕

同
上
特
別
生
第
一
年

聖

鏑

金

浩

彫
刻
科
塑
造
部
第
一
年

満

平

大

淵

修
二

金
八

野
田

同
上
（
漆
工
科
）

丙
午

利
雄

富
田

三
木

俊
次

義
榮

太

田

久

雄

岩
田

武
夫

太
田

テ
郎

八
井

孝

中
川

龍
次

手

龍

金

溶

換

申

用

雨

會

田

留

吉

荒
明

齋
藤

白
土

二
男

時
雄

再
次

秀
雄

恨
治

文
雄浩

松

村

菊

麿

小
寺
丙
午
郎

佐

藤

章

水
船
―
―
―
洋

森

仙

名

博

資

宮
内

貢
捷
三

秀
雄

工
藝
部
第
一
年
（
闘
案
科
）

橋

本

貫

一

堀

越

英

之

助

渡

邊

欣

一

河

野

孝

高

橋

俊

輔

中

條

豊

治

齋

藤

利

彦

菊

地

泉

ニ

同
上
（
金
工
科
）

高

久

蒲

太

郎

染

浦

―

―

一

郎

同
上
（
錨
造
科
）

濱
本
助
千
代

徳
田
平
四
郎

黒
田
千
吉
郎

春茂

紳
内
謙
三
郎

佐
々
木
祝
壽

山
口
庄
次
郎

揺
原

山
田

正
雄

逹
郎買

齋
田

吉
谷

岩
松

高
木

小
島

山
田

輻
井

[手
〕

午
島

謙

大
西
憲
次
郎

一
郎

宗
一
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同 同

助

数

授

田

邊

孝

次

學
校
長

三
月
三
日
ョ
リ
向
一
週
間
石
川
富
山
雨
縣
へ
出
張
セ
ラ
ル

三
月
五
日

學
術
硲
究
ノ
為
石
川
富
山
雨
縣
下

へ
出
張
ヲ
命
ス

三
月
三
日

正

木

直

彦

数

授

島

田

佳

突

但
往
復
共
一
週
間
ノ
事

庶
務
掛
主
任
ヲ
命
ス

数
務
掛
兼
庶
務
掛
ヲ
命
ス

書

記

石

井

敏

書

記

芹

澤

閑

同

四

月

七

日

同

二
十
六
日

美
術
史
研
究
室
勤
務講

師

中

田

俊

造

東
京
美
術
學
校
雇
ヲ
命
ス

會
計
掛
ヲ
命
ス

増

淵

秀

吉

東
京
美
術
學
校
数
務
ヲ
啜
託
ス

ス

同

ツ

Iレ

十
八
日

雇
ヲ
解
ク

雇

岩

崎

巖

正

七

位

動

五

等

岩

崎

巖

数
務
掛
勤
務
ヲ
命
ス

工
學
郡
勤
務

記

北

浦

本
校
主
任
牧
入
官
吏
書
記
足
立
芳
五
郎
取
扱
二
係
ル
帳
簿
金
櫃
ノ
検
査
ヲ
命

東
京
美
術
學
校
雇
ヲ
命
ス

東
京
美
術
學
校
助
手
ヲ
命
ス

陸
叙
高
等
官
五
等

東
京
美
術
學
校
近
事
〔
ニ
―
―
―
ー
ニ
。

T
・

ニ
―-•
五
・

三
〇
〕

大
介

東
北
＿帝
図
大
學
講
師
ヲ
啜
託
ス

同

数

授

森

芳

太

郎

芹
澤

閑

〇
職
員
辟
令

大
正
十
三
年
二
月
十
日

除
服
出
仕

十
二
日

同

書

記

石

井

敏

文
部
省
在
外
研
究
員

滴
期
後
大
正
十
三
年
七
月
三
十
一
日
迄
私
費
滞
在
ノ
件
許
可
ス
（
文
部
省
）

任
東
京
美
術
學
校
書
記

三
十
一
日

同 同

松
本

宮
川

成
之茂

退
三

山
尾

酒
川

宮
崎

豊

山

本

文

司

櫻

庭

彦

治

鈴
木
重
之
函

除
服
出
仕

十
五
日

除
服
出
仕

二
十
九
日

哲
保

光
岡

上
野

〔薫〕華
明

山
岸
興
三
治ム口女

同

七

日

學
術
研
究
ノ
為
京
都
市
へ
出
張
ヲ
命
ス

文
庫
掛
ヲ
命
ス

書

佐
藤

矢
代

鎌
倉
芳
太
郎

幸
雄

講

師

齋

藤

佳

数

務

嘘

託

岡

四

郎

但
往
復
共
十
日
間
ノ
事
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同
本
校
講
師
を
畷
託
す

十
六
日

學
術
研
究
の
為
沖
縄
縣
へ
滞
在
出
張
を
命
ず

但
考
古
學
搬
任
の
事

京
都
府
技
師

阪
谷
艮
之
進

本
校
生
徒
京
都
府
修
學
旅
行
に
付
臨
時
宜
地
指
導
を
嘱
託
す

奈
一艮

縣

技

師

岸

本
校
生
徒
奈
一艮
縣
修
學
旅
行
に
付
臨
時
質
地
指
導
を
嘱
託
す

正
七
位

新
納
忠
之
介

本
校
生
徒
奈
一
艮
縣
修
學
旅
行
に
付
臨
時
賓
地
指
導
を
啜
託
す

助

手

鎌

倉
芳
太
郎

但
滞
在
期
間
一
ケ
年
の
事

正

四

位

動

三

等

雄

作

今
泉

熊
吉

同
第
三
回
朝
鮮
美
術
審
査
委
員
會
委
員
を
嘱
託
す
（
朝
鮮
継
督
府
）

三
十
日

被
動
五
等
授
瑞
賓
章

叙
動
六
等
授
瑞
賓
章

同
學
術
賞
地
指
導
の
為
東
京
府
下
へ
出
張
を
命
ず

依
願
解
雇

二
十
九
日

数 赦

授授

同

十

四

日

沼
田
勇
次
郎

萬
吾

小
林

数

授

藤

島

武
白
木

登

但
往
復
共
一
日
間
の
事

雇 助

赦

授

小

泉

勝

爾

授

學
術
質
地
指
導
の
為
大
阪
府
奈
一
艮
縣
京
都
府
へ
出
張
を
命
ず

日
間
の
事

数

書

記

謙
齋

但
往
復

學
術
究
地
指
導
の
為
三
重
縣
奈
＿
艮
縣
京
都
府
へ
出
張
を
命
ず

七
日
間
の
事

但
往
復
共
十

筒
崎

本
校
生
徒
修
學
旅
行
に
付
三
重
縣
奈
頁
縣
京
都
府
へ
出
張
を
命
ず

共
十
七
日
間
の
事

同

和
田

同

〇
職
員
辟
令

大
正
十
三
年
四
月
十
日

数

授
講

師
助
教
授

長
原
孝
太
郎

鈴

川

信

一

千

頭

庸

哉

開
野
金
太
郎

季
雄

同

學

校

長

正

木

直

彦

美
術
調
査
の
為
四
月
十
九
日
よ
り
二
週
間
岡
山
、
山
口
、

島
根
、
京
都
三
縣

一
府
へ
出
張
せ
ら
る

二
十
二
日

同
西
洋
美
術
史
研
究
の
為
滴
一
年
間
英
吉
利
佛
蘭
西
獨
逸
及
伊
太
利
國
に
在
留

を
命
ず
（
文
部
大
臣
）

同

十

七

日

白
濱

徴

但
往
復
共
十

講

師

板

垣

底

穂

数

授

學
術
研
究
の
為
岡
山
山
口
島
根
三
縣
下
へ
出
張
を
命
ず
但
往
復
共
一
週
間

の
事二

十
一
日

島
田

佳
牟
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帝
國
美
術
院
美
術
展
翌
會
委
員
被
仰
付

〇
職
員
動
静

依
啜
製
作
事
業
に
閥
し
山
梨
縣
へ
出
張
を
命
ず

帝
園
美
術
院
會
員
被
仰
付

小
岩
〔
峻
〕
助
数
授
小
石
川
謳
林
町
二
六
に
轄
居
。

高
野
〔
重
人
〕
助
手
小
石
川
謳
高
田
老
松
町
七
六
細
川
侯
爵
邸
内
に
轄
居
。〔講〕

今
泉
〔
雄
作
〕
講
師
の
考
古
學
講
座
本
學
期
よ
り
新
設
し
た
る
今
泉
雄
作
購

師
の
東
洋
考
古
學
は
、
嘗
分
「
茶
に
閥
し
た
る
も
の
」
を
諧
述
せ
ら
る
4
筈
に

し
て
、
卒
業
生
其
他
有
志
の
人
士
に
し
て
、
本
校
長
の
許
可
し
た
る
人
々
に
は

聴
講
差
支
へ
な
し
と
、
尚
同
氏
の
為
め
、
「
也
軒
全
集
」
を
出
版
す
る
計
盟
あ

〔
正
木
直
き

り
、
正
本
校
長
、
大
村
〔
西
崖
〕
数
授
、
香
取
〔
秀
真
〕
講
師
、
焚
起
人
と
な

同
叙
動
七
等
授
瑞
抒
章

叙
動
八
等
授
瑞
費
章

五
月
十
二
日

助
数
授

同 同 同 同 同 数

授

結

城

貞

松

長
原
孝
太
郎

小

林

萬

吾

松

岡

輝

夫

建
畠
禰
一
郎

北

村

西

笙

田
邊

至

同
漆
工
科
理
事
ヲ
命
ス

二
十
五
日

漆
工
科
主
任
ヲ
命
ス

同
學
術
研
究
ノ
為
京
都
市
へ
出
張
ヲ
命
ス

學
術
研
究
ノ
為
朝
鮮
へ
出
張
ヲ
命
ス

任
東
京
美
術
學
校
数
授

二
十
四
日

赦

長

原

孝

太

郎

但
往
復
豫
定
一
＿
一
十
日
間
ノ
事

助

教

授

田

邊

孝

次

但
往
復
三
日
間
ノ
事

講

六

角

注

多

＿

艮

叙
高
等
官
五
等

（
内
閣
）

漆
工
科
理
事
ヲ
免
ス

同
数
員
検
定
委
員
會
臨
時
委
員
被
仰
付
（
内
閣
）

二
十
二
日

同

十

九

日

向
一
ケ
年
間
本
校
諧
師
ヲ
獨
託
ス

但
往
復
共
一
週
間
の
事

数

授

藤

島

武

二
文
夫

同

朝
倉

〇
職
員
辞
令

大
正
十
三
年
五
月
十
六
日

赦

授

水

谷

鐵

也

コし1-nn
 

助
教
授

坂
ロ

腔

書

足
立
芳
五
郎

諧

師
数

授
師 授

講

師

鈴

川

信
伊
藤

但
寓
傾
科
修
整
術
授
業
掠
任
ノ
事

り
、
田
邊
〔
孝
次
〕
助
数
授
専
ら
其
編
輯
に
嘗
る
由
な
り
。

辻
村
延
太
郎

六
角
注
多
＿
艮

東
京
美
術
學
校
近
事
〔
ニ
―
―
―
ー
―
―
―
。

T
．
一
三

・
六

・
――

10〕
龍
吉
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同
學
術
研
究
の
為
千
葉
縣
下
へ
出
張
を
命
ず

二
十
七
日

東
京
美
術
學
校
雇
を
命
ず

同

二
十
六
日

〇
職
員
辟
令

大
正
十
一
一
一
年
六
月
二
十
一
日

依
願
解
雇

學
術
研
究
ノ
為
宮
城
縣
へ
出
張
ヲ
命
ス

助

教

授

田

邊

数

白

濱

但
往
復
共
二
日
間
の
事

雇

授

利
部
房
太
郎

吉

原

長

宗

佛
閾
西
共
和
國
政
府
ョ
リ
贈
典
｀
ン
タ
ル
「
グ
ラ
ン

・
ク
ロ
ア

・
ド
ラ
ゴ
ン

・

ラ
ソ
ナ
ン
」
動
章
ヲ
受
領
シ
及
侃
用
ス
ル
ヲ
允
許
セ
ラ
ル
（
賞
動
局
）

學
術
研
究
ノ
為
大
阪
府
及
石
川
縣
へ
出
張
ヲ
命
ス

数

白

濱

但
往
復
共
二
日
間
ノ
事

教

授

森

井

健

介

但
往
復
共
五
日
間
ノ
事

授

徴

東
京
美
術
學
校
近
事
〔
二
三
ー
四
。

T
．
一
三
・
九

・
―――〕

同

六

月

七

日

同
任
東
北
＿帝
國
大
學
書
記

二
十
七
日

會
計
掛
を
命
ず

至 徴

数

授

黒

田

清

輝

書

記

石

井

敏

理
學
部
庶
務
係
勤
務
ヲ
命
ス

同
東
京
美
術
學
校
雇
を
命
ず

十
五
日

叙
従
三
位
（
宮
内
省
）

特
旨
を
以
て
位
一
級
被
進

叙
動
二
等
旭
日
重
光
章
（
賞
動
局
）

同 同
依
願
解
雇

十
四
日

會
計
掛
を
命
ず

同

四

日

同

七
月
一
日

叙
従
六
位
（
宮
内
省
）

漆
工
科
白
山
教
授
付
を
免
し
同
科
勤
務
を
命
ず

製
作
法
授
業
を
補
助
す
べ
し

同
學
術
研
究
の
為
福
岡
縣
大
分
縣
へ
出
張
を
命
ず

―――十日

同 學
校
長

数

授

教

授

佳
突

六
角
注
多
一
艮

島
田

正

木

直

彦

数

授

子

爵

黒

田

消

輝

教

授

子

爵

黒

田

清

輝

雇

六
角
注
多
＿艮

但
圏
案
科
に
課
す
る
漆
工

右
病
氣
の
慮
七
月
十
五
日
甍
去
の
旨
親
族
よ
り
居
出
た
り

八
月
十
一
日

増

山

秀

吉

古
宇
田
正
雄

助

手

高

野

重

人

授

但
往
復
共
二
週
間
の
事

数

在
外
研
究
中
の
慮
六
月
二
十
三
日
蹄
朝
の
旨
届
出
た
り

朝
倉

文
夫
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病
氣
の
慮
八
月
十
一
日
死
去
の
旨
逍
族
よ
り
居
出
た
り

〇
職
員
動
静

小
林
萬
吾
教
授
電
話
青
山
五

0
二
六
番
開
通
。

長
口
宮
吉
助
教
授
市
外
武
蔵
野
村
吉
詳
寺
二

0
二
五
に
轄
居
。

鈴
川
信
一
講
師
例
年
の
通
り
千
葉
縣
興
津
海
岸
に
一
家
と
共
に
避
暑
せ
ら

る。
黒
田
清
輝
教
授
の
菟
去
本
校
西
洋
聾
科
主
任
黒
田
清
輝
教
授
は
豫
而
糖
尿

病
に
て
、
麻
布
拌
町
の
本
邸
に
静
養
中
の
所
、
七
月
十
四
日
以
来
容
態
急
愛

し
、
翌
十
五
日
午
前
四
時
十
五
分
遂
に
甍
去
さ
れ
た
り
。
嗚
呼
悲
し
い
哉
。
同

赦
授
は
本
校
赦
授
の
外
‘
一
帝
國
美
術
院
長
と
し
て
、
貴
族
院
議
員
と
し
て
、
将

叉
各
種
園
髄
の
総
裁
、
會
頭
等
と
し
て
、
美
術
に
政
治
に
外
交
に
頗
る
重
要
の

人
物
た
り
し
事
は
今
更
め
て
喋
々
す
る
を
要
せ
ざ
る
所
、
今
俄
か
に
其
甍
去
に

遇
ふ
、
其
損
失
は
輩
り
本
校
の
み
に
あ
ら
ず
、
其
悲
し
み
は
輩
に
私
情
よ
り
す

る
に
あ
ら
ざ
る
也
。
吾
人
は
同
教
授
の
略
歴
と
、
七
月
十
九
日
告
別
式
に
於
け

る
本
校
長
の
弔
詞
を
録
し
て
、
深
く
哀
悼
の
意
を
表
す
る
も
の
な
り
。

“
•

黒
田
清
輝
教
授
略
歴

ら
る
。 沼

田
一
雅
教
授
府
下
荏
原
郡
松
澤
村
赤
堤
中
丸
に
新
築
落
成
に
付
移
轄
せ

工
藝
審
査
委
員
會
委
員
被
仰
付
（
内
閣
）

同

十

二

日

剣
道
指
南
啜
託

同 講

師

同

木

村

敷

秀
編
蔵

辻
村
延
太
郎

香
取
秀
治
郎

清
水

明
治
十
七
年
二
月

同
二
十
年
十
一
月
二
十
九
日

同
二
十
六
年
七
月
蹄
朝
す

同
二
十
七
年
三
月
十
五
日
拝
謁
被
仰
付
、
天
盃
下
賜

同
十
一
月
征
消
第
二
軍
に
従
軍
す

同
二
十
八
年
三
月
―
―
一
日
第
四
回
内
國
勘
業
博
覧
會
審
査
官
被
仰
付
第
二
部
勤

務
を
命
ず
（
内
閣
）

同
二
十
九
年
五
月
十
五
日

校）

本
校
西
洋
聾
科
授
業
を
嘱
託
す
（
東
京
美
術
學

任
東
京
美
術
學
校
数
授
（
内
閣
）

同
三
十
一
年
四
月
二
十
八
日

同
叙
高
等
官
六
等

同
三
十
二
年
八
月
二
十
一
日
臨
時
博
覧
會
鑑
査
官
被
仰
付
（
内
閣
）

同
三
十
一
一
一
年
三
月
三
十
一
日
美
術
に
開
す
る
制
度
取
調
並
に
籠
霊
赦
授
法
研

究
の
為
満
一
ケ
年
間
佛
國
に
留
學
を
命
ず
（
文
郡
省
）

同
四
月
十
九
日
佛
國
派
遣
の
序
を
以
て
東
宮
御
所
御
造
螢
に
隅
す
る
室
内
装

飾
の
取
調
を
嘱
託
す

同
五
月
二
十
一
日
巴
里
萬
図
博
覧
會
出
品
の
整
理
及
説
明
を
嘘
託
す

同
十
二
月
十
九
日
叙
高
等
官
五
等

同
三
十
四
年
五
月
十
五
日
佛
國
よ
り
蹄
朝
す

同
三
十
五
年

一
月
二
十
七
日
普
通
教
育
に
於
け
る
圏
聾
取
調
委
員
を
命
ず

（
文
部
省
）

同
六
月
二
十
日
叙
正
五
位

同
三
十
年
三
月
二
十
五
日

覧
會
）

出
品
に
開
す
る
事
項
の
調
査
を
嘱
託
す
（
臨
時
博

佛
國
巴
里
に
留
學
し
法
律
及
甕
學
を
研
究
す

叙
従
五
位
（
宮
内
省
）

211 第 2節大正 13年



同
十
二
月
二
十
八
日
陸
叙
高
等
官
四
等

同
三
十
八
年
九
月
十
二
日
講
師
を
窺
託
す
（
東
京
高
等
商
業
學
校
）

同
三
十
九
年
四
月
十
二
日
講
師
を
隔
託
す
（
學
習
院
）

〔高
等
官
〕

同
十
二
月
一
日
陸
叙
高
官
三
等
（
内
閣
）

同
四
十
年
一
＿
一月
五
日
東
京
勧
業
博
覧
會
審
査
官
を
嘘
託
す
（
農
商
務
省
）

同
四
月
二
十
五
日
箱
甕
習
字
主
任
を
命
ず
（
學
習
院
）

同
八
月
十
二
日
美
術
審
脊
委
員
會
委
員
被
仰
付
（
内
閣
）

同
第
二
部
員
を
命
ず
（
文
部
省
）

同
四
十
一
年
六
月
三
十
日
叙
従
四
位
（
宮
内
省
）

同
四
十
三
年
二
月
十
八
日
文
郡
省
外
國
留
學
生
臨
時
検
定
委
員
を
命
ず
（
文

部
省
）

同
年
七
月
二
十
八
日
美
術
審
査
委
員
會
委
員
被
仰
付
（
内
閣
）

同
第
二
部
員
を
命
ず
（
文
部
省
）

同
九
月
八
日
伊
太
利
萬
國
博
覧
會
美
術
出
品
鑑
査
委
員
を
嘱
託
す
（
農
商
務

〔技
〕

同
年
十
月
十
八
日

帝
室
枝
藝
員
を
命
ず
（
宮
内
省
）

同
四
十
四
年
八
月
十
七
日

美
術
審
査
委
員
會
委
員
被
仰
付
（
内
閣
）

同
第
二
部
員
を
命
ず
（
文
部
省
）

同
四
十
五
年
六
月
二
十
一
日

美
術
審
査
委
員
會
委
員
被
仰
付
（
内
閣
）

同
第
二
部
員
を
命
ず
（
文
部
省
）

大
正
二
年
八
月
十
一
日
美
術
審
査
委
員
會
委
員
被
仰
付
（
内
閣
）

省）

同
一
月
三
十
一
日

同
三
十
六
年
一
月
十
四
日

閣）

西
洋
霊
科
主
任
を
命
ず

第
五
回
内
國
勘
業
博
覧
會
審
査
官
被
仰
付
（
内

第
二
部
員
を
命
ず
（
文
部
省
）

同
十
月
二
十
五
日
調
度
寮
嘘
託
を
命
ず
（
宮
内
省
）

同
三
年
四
月
十
五
日
東
京
大
正
博
覧
會
審
査
官
を
啜
託
す
（
農
商
務
省
）

美
術
審
査
委
員
會
委
員
被
仰
付
（
内
閣
）
同
第
二
郡
員
を
命

同
八
月
十

一
日

ず
（
文
部
省
）

同
九
月
二
十
二
日
臨
時
博
覧
會
鑑
査
官
被
仰
付
（
内
閣
）

同
四
年
六
月
十
七
日
御
大
證
に
関
す
る
記
念
郵
便
切
手
類
意
匠
商
案
審
査
委

員
を
嘘
託
す
（
遁
信
省
）

同
八
月
十
三
日

ず
（
文
部
省
）

同
九
月
二
十
一
日
叙
高
等
官
二
等
（
内
閣
）

同
十
一
月
二
十
九
日
叙
動
四
等
授
瑞
究
章
（
賞
動
局
）

同
五
年
一
＿
一
月
三
十
一
日
叙
正
四
位
（
宮
内
省
）

同
六
月
二
十
三
日
大
正
五
年
度
師
範
學
校
中
學
校
高
等
女
學
校
数
員
講
習
會

講
師
を
啜
託
す
（
文
部
省
）

同
八
月
四
日

美
術
審
査
委
員
會
委
員
被
仰
付
（
内
閣
）
同
第
二
部
員
を
命

美
術
審
査
委
員
會
委
員
被
仰
付
（
内
閣
）
同
第
二
部
員
を
命
ず

（
文
部
省
）

同
六
年
四
月
二
十
日
襲
爵
被
仰
付
（
宮
内
省
）

同
九
月
六
日
美
術
審
査
委
員
會
委
員
被
仰
付
（
内
閣
）
同
第
二
部
主
任
を
命

ず
（
文
部
省
）

同
七
年
六
月
二
十
二
日
宮
内
省
御
用
掛
被
仰
付
（
宮
内
省
）

同
九
月
六
日
美
術
審
査
會
委
員
被
仰
付
（
内
閣
）
同
第
二
部
主
任
を
命
ず

（
文
部
省
）

同
八
年
九
月
八
日

同

帝
國
美
術
院
會
員
被
仰
付
（
内
閣
）
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府）

弔

辟

同 同 同

二
十
二
日

依
願
免
本
官
（
内
閣
）

省）

同
九
年
一
月
―
―
-
＋
日

叙
動
三
等
授
瑞
賓
章
（
賞
動
局
）

同
三
月
二
十
日
貴
族
院
議
員
に
営
選

同
十
年
一
月
三
十
日
社
會
事
業
調
査
會
委
員
被
仰
付
（
内
閣
）

同
七
月
二
十
一
＿
一
日
臨
時
赦
育
行
政
調
査
會
委
員
被
仰
付
（
内
閣
）

同
十
一
年
三
月
八
日
佛
閾
西
共
和
図
よ
り
贈
興
し
た
る
「
コ
ソ
マ
ソ
ド
ー

ル
・
ニ
ト
ア
ル

・
ノ
ア
ル
」
動
章
を
受
領
し
及
侃
用
す
る
を
允
許
す
（
賞
動

局）

同
四
月
十
九
日

第
一
回
朝
鮮
美
術
審
査
委
員
會
委
員
を
嘘
託
す
（
朝
鮮
総
督

同
七
月
二
十
一
日

＿帝
図
美
術
院
長
被
仰
付
（
内
閣
）

同
十
月
十
四
日
数
育
評
議
會
委
員
被
仰
付
（
内
閣
）

同
十
二
年
十
二
月
二
十
八
日
到
支
文
化
事
業
調
査
會
委
員
被
仰
付
（
内
閣
）

同
十
三
年
五
月
二
十
七
日
佛
蘭
西
共
和
闊
政
府
よ
り
賑
興
し
た
る
「
グ
ラ
ソ

・
カ
ロ
ア
・
ド

ラ
ゴ
ソ

・
ラ
ソ
ナ
ン
」
動
―章
を
受
領
し
及
侃
用
す
る
こ
と
を

允
許
せ
ら
る
（
賞
動
局
）

我
邦
西
洋
甕
培
の
泰
斗
た
る
黒
田
数
授
逝
か
る
君
や
腔
貌
雄
偉
氣
宇
爽
餘

に
し
て
齢
未
だ
六
旬
に
蹄
ら
ず
登
に
今
に
し
て
俄
に
澁
亡
の
訃
―立目
を
聞
く

を
思
は
ん
や
洵
に
歎
惜
の
至
り
に
堪
へ
ざ
る
な
り
抑
も
君
は
夙
に
佛
閾

西
に
留
學
す
る
こ
と
十
年
其
間
法
律
學
及
西
洋
霊
法
を
攻
修
し
て
蹄
朝
せ

ら
る
明
治
二
十
九
年
我
東
京
美
術
學
校
に
西
洋
霊
科
の
創
設
せ
ら
る
4

や

宜
に
君
を
聘
し
て
其
盛
痒
の
労
を
煩
は
し
た
り
後
ち
数
授
に
任
ぜ
ら
れ
科

の
主
任
を
領
し
爾
来
二
十
有
餘
年
の
久
し
き
に
逮
び
君
の
薫
陶
を
受
け
て
西

洋
盟
科
を
卒
業
せ
る
も
の
敷
百
人
を
算
し
其
磐
名
を
世
上
に
馳
す
る
も
の
捜

指
に
堪
へ
ず
門
下
演
々
多
士
の
観
あ
り
則
ち
以
て
君
が
西
洋
證
壇
に
於

け
る
大
先
進
者
に
し
て
其
功
綬
の
多
大
な
る
を
知
る
べ
き
な
り
君
又
＿帝
室

技
藝
員
を
命
ぜ
ら
れ
費
族
院
議
員
に
列
し
＿帝
図
美
術
院
長
た
り
各
方
面
に

於
て
亦
其
才
能
手
腕
を
稜
揮
し
凝
滞
す
る
所
な
か
り
き
嗚
呼
斯
人
今
や
空

し
突
予
は
我
校
の
為
に
一艮教
授
を
衷
ひ
た
る
を
傷
み
将
た
又
西
洋
霊
壇
の

為
め
邦
家
の
為
め
哀
悼
歎
惜
す
る
を
禁
ぜ
ざ
る
な
り
絃
に
葬
祭
の
式
を
畢

げ
ら
る
4

に
方
り
恭
し
く
弔
詞
を
母
前
に
呈
す

大
正
十
三
年
七
月
十
九
日

東
京
美
術
學
校
近
事
〔
二

三
ー
五
。
T
．

一
三
•

1
0
•

五
〕

任
東
京
美
術
學
校
数
授

三
十
日

九
月
九
日

孝
次

教

授

波

根

義

〇
職
員
辟
令

大
正
十
三
年
八
月
二
十
一
日

東
京
美
術
學
校
長

叙
高
等
官
七
等
（
内
閣
）

助

教

授

田

邊

勤
務
演
習
ノ
為
八
月
三
十
日
ョ
リ
ニ
十
一
日
間
歩
兵
第
三
聯
隊
二
召
集
セ
ラ

助

教

授

波

根

叙

従
七
位
（
宮
内

正

木

直

彦

義
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〇
職
員
辟
令

同

東
京
美
術
學
校
近
事
〔
二

三
ー
六
。

T
．
一
三

・
十
一
・

五〕

文
郡
省
視
學
委
員
ヲ
命
ス

同

十

九

日

依

願

解

啜

櫂

藤

種

男

依
願
解
雇

・

杉

浦

青

治

0
木
村
啜
託
の
訃
本
校
憫
操
副
科
剣
道
指
南
嘘
託
木
村
敷
秀
氏
は
、
豫
而
病

氣
の
慮
、
八
月
十

一
日
遂
に
永
眠
さ
る
、
哀
悼
の
至
り
に
堪
へ
ず
、
氏
は
安
政

二
年
正
月
十
五
日
加
賀
金
澤
に
生
れ
、
少
牡
に
し
て
水
野
心
法
一
博
流
免
許
皆

博
を
得
て
、
金
澤
藩
武
學
校
雄
飛
館
指
南
を
仰
付
け
ら
れ
、
明
治
二
十
五
年
上

京
し
て
、
學
習
院
の
剣
道
指
南
と
成
り
、
爾
来
、
大
學
豫
備
門
、
警
視
罷
、
高

等
師
範
學
校
に
歴
任
し
、
明
治
三
十
七
年
本
校
剣
道
指
南
を
隔
託
せ
ら
れ
、
爾

来
二
十
年

一
日
の
如
く
精
勘
せ
ら
る
、
大
正
六
年
大
日
本
武
徳
會
よ
り
剣
道
範

〔
士
〕土

の
稲
琥
を
許
さ
れ
、
高
齢
に
し
て
尚
牡
者
を
凌
ぐ
概
あ
り
た
る
に
、
今
や
亡

し
、
悲
し
い
哉
。
妓
に
謹
ん
で
哀
悼
の
意
を
表
す
。

同

十

一

日

雇講 数

埼
玉
縣
へ
出
張
ヲ
命
ス

師 授

白

濱

徽

講

師

岡

田

起

作

除
服
出
仕

同

九

日

同 同

京
都
府
へ
出
張
ヲ
命
ス

数
員
検
定
委
員
會
臨
時
委
員
被
仰
付
（
内
閣
）

十
三
日

大
正
十
三
年
九
月
二
十
五
日

助

数

授

田

邊

孝

次

工
藝
史
妍
究
ノ
為
滴
二
年
間
佛
蘭
西
國
英
吉
利
國
及
亜
米
利
加
合
衆
國
へ
在

留
ヲ
命
ズ
（
文
部
大
臣
）

學
術
賓
地
指
導
ノ
為
栃
木
縣
へ
出
張
ヲ
命
ズ

本
校
生
徒
修
學
旅
行
二
付
栃
木
縣
へ
出
張
ヲ
命
ズ

三
十
日

除
服
出
仕

美
學
及
西
洋
彫
刻
史
授
業
ヲ
噌
隔
ス

兼
雇
ヲ
命
ズ
(
-
帝
國
美
術
院
）

十
月
六
日

依
願
解
雇

除
服
出
仕

同
本
校
腔
操
副
科
剣
道
指
南
ヲ
嘱
託
ス

二
十
七
日

書

記

北

浦

大

介

但
往
復
共
一
週
間
ノ
事

数

授

大

村

西

崖

雇助
教
授

坂
口

五
十
嵐
忠
六屯nH“ 

雇 講敦

師 授

久
米
桂
一
郎

村
田
一
艮
策

金
子
千
代
雄

但
往
復
共
四
日
間
ノ
事

東
京
美
術
學
校
近
事
〔
二
三
ー
七
。

T
.
―
四

・
一
・
ニ
八
〕

同

畑

保

之

数

芳

太

郎

但
往
復
共
四
日
間
ノ
事

〔
口
〕

助

教

授

長

宮

吉

授

森 橋

本

統

陽
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東
京
美
術
學
校
雇
ヲ
命
ス

京
都
市
へ
出
張
ヲ
命
ス

東
京
美
術
學
校
雇
ヲ
命
ス

大
正
十
三
年
十
一
月
十
日

除
服
出
仕

大
正
十
三
年
十
一
月
十
七
日

東
京
美
術
學
校
赦
務
ヲ
隅
託
ス

本
校
講
師
ヲ
獨
託
ス

大
正
十
三
年
十
一
月
三
日

数
務
掛
ヲ
命
ス 正

八
位
動
七
等
小
幡
貞
造

膿
操
授
業
携
任
並
数
務
掛
兼
務
ヲ
命
ス

富
田
躾
治
郎

會
計
掛
ヲ
命
ス

學
術
宜
地
指
導
ノ
為
埼
玉
縣
下
へ
出
張
ヲ
命
ス

大
正
十
三
年
十
月
三
十
日

〇
職
員
辟
令

大
正
十
三
年
十
月
二
十
八
日

啜

託

橋

本

統

陽

佐

藤

重

吉

書

記

北

浦

大

介

但
往
復
共
一
週
間
ノ
事

但
漆
工
科
漆
工
賞
習
擁
任
ノ
事

正
木

學
校
長

｀
美
術
上
二
闘
、
ン
調
査
ノ
為
十
一
月
三
日
ョ
リ
一
週
間
奈
頁
縣
下
へ
出
張
七
ラ

レ
大
正
十
三
年
十
一
月
八
日

直
彦

澤

口

悟

篠
田
十
一
郎

但
往
復
共
一
日
間
ノ
事

同

（
各
通
）

助

教

授

小

泉

勝

爾

金
工
科
鍛
金
部
理
事
ヲ
命
ス

彫
刻
科
木
彫
部
理
事
ヲ
命
ス

彫
刻
科
塑
造
部
理
事
ヲ
命
ス

西
洋
聾
科
主
任
ヲ
命
ス

叙
動
五
等
授
瑞
賓
章
（
賞
動
局
）

大
正
十
三
年
十
二
月
一
日

谷
本
卜
改
姓
｀
ン
タ
ル
旨
居
出
タ
リ

大
正
十
―
―
一
年
十
一
月
二
十
八
日

大
正
十
三
年
十
一
月
二
十
二
日

助

赦

授

海

野

清

助

教

授

石

田

英

助
教
授

教

授

北

村

西

望

教

授
数

授

屈 助

教

授

田

邊

孝

次

整
操
授
業
擦
任
兼
赦
務
掛
、
美
術
史
研
究
室
勤
務
ヲ
免
ス
赦
務
掛
分
室
主

任
ヲ
免
ス
東
洋
彫
刻
史
分
擁
ヲ
免
ス
エ
藝
部
第
一
學
年
理
事
ヲ
免
ス

助

教

授

田

邊

文
部
省
在
外
研
究
員
ト
シ
テ
東
京
ヲ
出
登
ノ
旨
届
出
タ
リ

大
正
十
三
年
十
一
月
二
十
五
日

除
服
出
仕

大
正
十
三
年
十
一
月
二
十
七
日

助
教
授

金
子
千
代
雄

長
原
孝
太
郎

岡
田
三
郎
助

閥
野
金
太
郎

和
田

季
雄

孝
次
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金
工
科
理
事
ヲ
免
ス

工
藝
部
一
學
年
理
事
ヲ
命
ス

彫
刻
科
理
事
ヲ
免
ス

赦

萬
國
装
飾
美
術
工
藝
博
覧
會
出
品
鑑
査
員
ヲ
隔
託
ス

大
正
十
三
年
十
二
月
二
十
五
日

任
東
京
美
術
學
校
書
記

文
部
屈
陸
軍
歩
兵
少
尉
正
八
位

助
数
授
森
田
編
之
助

西
洋
美
術
史
研
究
ノ
為
滴
二
年
間
英
吉
利
図
佛
閑
西
図
及
伊
太
利
図
へ
在
留

ヲ
命
ス
文
部
大
臣

大
正
十
四
年
一
月
六
日

文
部
省

陸
叙
高
等
官
五
等

大
正
十
一
二
年
十
二
月
二
十
＿
―
-
日

内
閣

〇
職
員
辟
令

大
正
十
一
一
一
年
十
二
月
十
九
日

（
各
通
）

宮

本

純

授農
商
務
省

學

校

長

正

木

直

彦

＿帝
室
博
物
館
鑑
査
官

講

師

高

橋

健

爾

教

授

金
工
科
彫
金
部
理
事
ヲ
命
ス助

数
授

島
田

佳
突

建
畠
蒲
一
郎

東
京
美
術
學
校
近
事
〔
二

三
ー
八
。

T
．
一
四

・
三

・
三〕 和

田

季

雄

数
員
検
定
委
員
會
臨
時
委
員
被
免
内
閣

大
正
十
四
年
二
月
五
日

大
正
十
四
年
二
月
三
日

授

右
文
部
省
在
外
研
究
員
ト
シ
テ
在
外
中
ノ
虞
二
月
二
日
蹄
朝
ノ
旨
居
出
ク
リ

理
事
會
二
月
六
日
午
前
十
時

出
席
者
正
木
〔
直
彦
〕
校
長
、
鈴
川
〔
信
一
〕
赦
務
主
任
、
足
立
〔
芳
五

郎
〕
會
計
主
任
、
芹
澤
〔
閑
〕
庶
務
主
任
、
松
岡
〔
輝
夫
〕
教
授
、
小
林
〔
万

吾
〕
教
授
、
北
村

〔
西
望
〕
教
授
、
開
野
〔
金
太
郎
〕
助
教
授
、
森
井
〔
健

介
〕
教
授
、
和
田

〔
季
雄
〕
助
教
授
、
島
田
〔
佳
突
〕
教
授
、
石
田
〔
英
一
〕

助
教
授
、
海
野
〔
清
〕
助
赦
授
、
坂
口
〔
腔
〕
助
教
授
。

協
議
事
項
職
員
勤
績
一
＿
一
十
五
年
（
高
村
〔
光
雲
〕
教
授
）
二
十
五
年
（
久

米
〔
桂
一
郎
〕
数
授
、
大
村
〔
西
崖
〕
教
授
、
藤
島
〔
武
二
〕
教
授
、
長
原

〔
孝
太
郎
〕
教
授
、
小
林
〔
万
吾
〕
教
授
、
増
井
〔
兼
吉
〕

書
記
、
宮
坂
〔
福

太
郎
〕
雇
七
氏
）
表
彰
祝
賀
に
到
す
る
件
。

工
藝
部
生
徒
成
績
品
展
覧
會
に
到
す
る
件

勤
績
三
十
五
年
及
二
十
五
年
表
彰
式

二
月
十
三
日
午
后
三
時
よ
り
本
校
大
講
堂
に
於
て
行
ふ

着
席
第
二
鈴
に
て
数
職
員
着
席
、
績
て
表
彰
者
高
村
〔
光
雲〕
、
久
米
〔
桂
一

郎
〕
、
大
村
〔
西
崖
〕
、
藤
島

〔武
二〕
、
長
原

〔孝
太
郎
〕
、
小
林

〔万
吾
〕
六

数
授
、
増
井
〔
兼
吉〕
、
宮
坂
〔
福
太
郎
〕
雨
氏
の
八
名
着
席
、
正
木
校
長
よ

り
右
八
氏
の
永
年
勤
績
数
職
務
に
盪
さ
れ
た
る
榜
を
謝
し
併
せ
て
尚
賂
来
も
い

敦

第
一
鈴
に
て
生
徒

矢
代

幸
雄

講

師

岡

田

起

作
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學
課
ヲ
兼
修
セ
｀
ン
ム
ル
モ
ノ
ト
ス 〔き

〕

や
永
く
本
校
の
為
め
に
盛
さ
れ
た
る
旨
の
祝
辟
を
述
べ
ら
れ
、
大
拍
手
の
中
に

校
長
よ
り
右
八
氏
に
記
念
品
賑
呈
の
事
あ
り
高
村
先
生
御
不
快
の
故
を
以
て

久
米
教
授
代
答
辟
あ
り
て
式
終
る
。
夕
五
時
よ
り
好
誼
會
主
催
の
八
氏
祝
賀
會

に
併
せ
て
最
近
欧
洲
留
學
を
終
り
て
蹄
朝
せ
ら
れ
た
る
矢
代
氏
並
に
田
邊
至
氏

歎
迎
會
と
今
回
同
じ
く
海
外
研
究
員
と
し
て
出
疲
せ
ら
る
べ
き
森
田
編
之
助
氏

迎
別
を
兼
ね
た
る
宴
會
を
精
蓑
軒
に
て
催
す
。

関

連

事

項

外
国
学
生
特
別
入
学
規
程
細
則

大
正
十
三
年
二
月
、
次
の
規
則
が
制
定
さ
れ
た
。

東
京
美
術
學
校
外
國
學
生
特
別
入
學
規
程
細
則

（
大
正
十
―
―一
年
一一月）

第
一
條
相
営
學
歴
ア
ル
外
國
學
生
ニ
シ
テ
本
校
二
入
學
ヲ
志
願
ス
ル
者
ハ
外

務
省
、
在
外
公
館
又
ハ
本
邦
所
在
ノ
其
國
公
館
ノ
紹
介
ア
ル
モ
ノ
ニ
限
リ
詮

議
ノ
上
入
學
ヲ
許
可
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ペ
シ

第
二
條
前
條
二
依
リ
入
學
ヲ
志
願
ス
ル
者
ニ
ハ
本
校
本
科
又
ハ
圏
聾
師
範
科

入
學
資
格
相
営
ノ
學
力
（
中
學
校
卒
業
程
度
）
検
定
試
験
ヲ
施
｀
ン
且
一
般
入

學
者
二
課
ス
ル
選
抜
試
験
ヲ
行
ヒ
之
二
合
格
｀
ン
タ
ル
ト
キ
ハ
入
學
セ
シ
ム
ル

本
條
二
依
リ
入
學
、
ン
タ
ル
モ
ノ
ハ
其
科
二
於
ケ
ル
質
習
卜
併
セ
テ
所
定
ノ
諸

右
修
了
ノ
者
ニ
ハ
本
校
規
則
第
三
十
七
條
二
依
ル
卒
業
證
書
ヲ
授
典
ス

第
三
條
學
習
二
堪
ュ
ル
程
度
ノ
日
本
語
ヲ
解
、
ソ
宜
習
ノ
試
験
並
二
身
儒
検
査

二
合
格
、
ン
タ
ル
者
ハ
本
科
生
卜
共
二
賀
習
ヲ
専
修
セ
｀
ン
ム

右
修
了
ノ
者
ニ
ハ
質
習
課
程
ノ
卒
業
證
書
ヲ
授
典
ス

第
四
條
本
校
規
則
ニ
シ
テ
本
細
則
二
祗
燭
セ
ザ
ル
モ
ノ
ハ
穂
テ
之
ヲ
準
用
ス

附
則

本
細
則
ノ
規
程
ハ
豪
蘭
及
朝
鮮
ノ
學
生
ニ
シ
テ
本
校
二
入
學
ス
ル
者
二
之
ヲ
準

用
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ

本
細
則
第
三
條
ノ
第
二
項
ハ
大
正
十
三
年
三
月
以
降
二
於
テ
修
了
演
ト
ナ
ル
者

ニ
モ
之
ヲ
適
用
ス

本
細
則
制
定
に
あ
た
り
本
校
が
文
部
大
臣
に
提
出
し
た
認
可
申
請
伺
（
大
正

十
三
年
二
月
二
日
）
に
は

従
来
本
校
二
於
ケ
ル
外
國
人
入
學
二
闊
ス
ル
取
扱
ハ
主
卜

、
ン
テ
明
治
三
十
四

年
文
部
省
令
第
十
五
琥
直
轄
學
校
外
國
人
特
別
入
學
規
程
二
依
捩
、
こ
其
他
時

々
御
通
牒
ノ
旨
趣
ヲ
参
酌
｀
ン
テ
慮
理
、
ン
来
リ
候
慮
比
年
外
國
人
ノ
入
學
希
望

者
盆
噌
加
、
こ
随
テ
種
々
ノ
事
情
ヲ
生
｀
ご
取
扱
者
二
於
テ
ぎ
意
見
匿
二
及
プ
等

ノ
コ
ト
有
之
候
二
付
此
際
右
入
學
二
闘
ス
ル
細
則
ヲ
定
メ
取
扱
ヲ
統
一
ス
ル

ノ
必
要
相
感
ジ
候
二
由
リ
別
紙
案
ノ
通
細
則
設
定
致
度
此
段
仰
高
裁
候
也

（「証
明
治
四
十
四
五
本
校
規
則
関
係
書
類
畦
直
」）

と
あ
り
、
留
学
生
の
増
加
が
制
定
の
理
由
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
右
文
中
、

明
治
三
十
四
年
制
定
の
「
文
部
省
直
轄
学
校
外
国
人
特
別
入
学
規
程
」
第
六
条

に
は
「
帝
國
大
學
穂
長
及
學
校
長
ハ
文
郡
大
臣
ノ
認
可
ヲ
受
ヶ
本
令
二
開
シ
必

要
ナ
ル
細
則
ヲ
設
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
」
と
あ
り
、

定
し
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
右
文
中
の
「
御
通
牒
」
と
は

一
、
明
治
四
十
一
年
四
月
二
十
日
発
専
五
十
二
号

（
外
国
人
の
入
学
資
格
に
関
す
る
件
）

J

れ
に
基
つ
い
て
本
細
則
を
制

モ
ノ
ト
ス

①
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